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ページ 現行（令和４年２月修正） 修  正  案 改正理由 

 第１編 総則                          第１編 総則  

 第１章 計画の目的・方針 第１章 計画の目的・方針  

 第４節 災害の想定 第４節 災害の想定  

400 

 

（２）原子力災害 

 

 

（２）原子力災害 

 

稼働状況の反

映 

 第５節 緊急事態における判断及び防護措置実施に係る基準 第５節 緊急事態における判断及び防護措置実施に係る基準  

406 表１－１～１－３ 表１－１～１－３ 原子力災害対

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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ページ 現行（令和４年２月修正） 修  正  案 改正理由 

別紙のとおり 

※主な変更点 

【用語の整理】 

自治体⇒地方公共団体 

要配慮者⇒施設敷地緊急事態要避難者 

【甲状腺被ばく線量モニタリング】 

一定以上の事態が発生した場合、特定の地方公共団体が実施すべ

き防護措置に「甲状腺被ばく線量モニタリング」を追加。原子力事

業者においてはこれに協力し、国においては地方公共団体に対して

実施を指示することとされている。 

策指針の修正

に伴う修正 

 第２章 各機関の処理すべき事務又は業務の大綱 第２章 各機関の処理すべき事務又は業務の大綱  

 第２節 処理すべき事務又は業務の大綱 第２節 処理すべき事務又は業務の大綱  

437 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

438 

３ 指定地方行政機関 

 
 

５ 指定公共機関（原子力事業者を除く） 

３ 指定地方行政機関 

 
 

５ 指定公共機関（原子力事業者を除く） 

表記の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定公共機

関の追加に
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ページ 現行（令和４年２月修正） 修  正  案 改正理由 

 

 

伴う修正 

 第２編 災害予防 第２編 災害予防  

 第２章 原子力災害予防対策 第２章 原子力災害予防対策  

 第８節 健康被害防止に係る整備 第８節 健康被害防止に係る整備  

444 １ 原子力災害に対応する医療機関の把握 
放射線被ばく者の措置については、専門医の診断が必要とされる

が、県内に原子力災害に対応する医療機関が存在しないため、県及

び市町村は、あらかじめ専門医を置く国立研究開発法人量子科学技

術研究開発機構等の県外の原子力災害拠点病院等の連絡先を把握す

る。 

１ 原子力災害に対応する医療機関の把握 
放射線被ばく者の措置については、専門医の診断が必要とされる

が、県内に原子力災害に対応する医療機関が存在しないため、県及

び町は、原子力災害時に被災地域の原子力災害医療の中心となって

機能する原子力災害拠点病院等の連絡先を把握する。 

表記の整理 

 第 10節 住民等への的確な情報伝達体制の整備 第 10節 住民等への的確な情報伝達体制の整備  

445 （４）町は、原子力災害の特殊性に鑑み、国及び県と連携し、高齢者、

障がい者、外国人その他の特に配慮を要する者（以下「要配慮者」

という。）及び一時滞在者に対し、災害情報が迅速かつ滞りなく

伝達されるよう、周辺住民、自主防災組織等の協力を得ながら、

平常時よりこれらの者に対する情報伝達体制の整備に努める。 

（４）町は、原子力災害の特殊性に鑑み、国及び県と連携し、高齢者、

障がい者、乳幼児、外国人その他の特に配慮を要する者（以下「要

配慮者」という。）及び一時滞在者に対し、災害情報が迅速かつ

滞りなく伝達されるよう、周辺住民、自主防災組織等の協力を得

ながら、平常時よりこれらの者に対する情報伝達体制の整備に努

める。 

表記の整理 

 第３編 災害応急対策 第３編 災害応急対策  
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ページ 現行（令和４年２月修正） 修  正  案 改正理由 

 第３章 核燃料物質等の輸送中の事故における応急対策 第３章 核燃料物質等の輸送中の事故における応急対策  

 第14節 輻輳対策 第14節 輻輳対策  

461 西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション

ズ株式会社、ＫＤＤＩ株式会社、株式会社ＮＴＴドコモ及びソフトバ

ンク株式会社は、事故発生報道後の輻輳対策措置を講じるものとする。 

西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション

ズ株式会社、ＫＤＤＩ株式会社、株式会社ＮＴＴドコモ、ソフトバン

ク株式会社及び楽天モバイル株式会社は、事故発生報道後の輻輳対策

措置を講じるものとする。 

指定公共機

関の追加に

伴う修正 

 第４章 県外の原子力発電所等における異常時対策 第４章 県外の原子力発電所等における異常時対策  

 第15節 輻輳対策 第15節 輻輳対策  

470 西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション

ズ株式会社、ＫＤＤＩ株式会社、株式会社ＮＴＴドコモ及びソフトバ

ンク株式会社は、事故等発生報道後の輻輳対策措置を講じるものとす

る。 

西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション

ズ株式会社、ＫＤＤＩ株式会社、株式会社ＮＴＴドコモ、ソフトバン

ク株式会社及び楽天モバイル株式会社は、事故発生報道後の輻輳対策

措置を講じるものとする。 

表記の整理

及び指定公

共機関の追

加に伴う修

正 
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表１－１ 原子力事業者、国、地方公共団体が採ることを想定される措置等（１／２） 

（発電用原子炉３（２）アただし書の場合を除く。） 
    

ＰＡＺ（～概ね5km） ＵＰＺ（概ね5～30km） 
ＵＰＺ外（概ね３０Ｋｍ～） 

※防護措置や協力などが必要とされた範囲に限る。  
 

 
体制整備 情報提供 モニタリング 防護措置 体制整備 情報提供 モニタリング 防護措置 体制整備 情報提供 モニタリング 防護措置 

緊
急
事
態
区
分 

警
戒
事
態 

原
子
力 

事
業
者 

・要員参集 

・情報収集・連絡

体制の構築 

・国へ通報 ・敷地境界のモニタリン

グ － － － － － － － － － 

地
方 

公
共
団
体 

・要員参集 

・情報収集・連絡

体制の構築 

・住民等への情報

伝達 

・緊急時モニタリングの

準備 

【避難】 

・施設敷地緊急事態要避難者の避難準備（避難先、

輸送手段の確保等） 

・要員参集 

・情報収集・連絡体

制の構築 
－ 

・緊急時モニタリン

グの準備 － 

・要員参集 

・情報収集・連絡体

制の構築 
－ － 

【避難】 

・施設敷地緊急事態要避難者の避難準備（避難先、

輸送手段の確保等）への協力 

国 

・要員参集 

・情報収集・連絡

体制の構築 

・現地派遣の準備 

・地方公共団体へ

の情報提供 

・報道機関等を通

じた情報提供 

・モニタリング情報の収

集、分析 

・緊急時モニタリングの

準備 

【避難】 

・地方公共団体に施設敷地緊急事態要避難者の避難

準備（避難先、輸送手段の確保等）を指示 

・地方公共団体への

参集要請 

・報道機関等を通

じた情報提供 

・モニタリング情報

の収集・分析 

・緊急時モニタリン

グの準備 

－ 

・地方公共団体への

参集要請 

・報道機関等を通じ

た情報提供 

・緊急時モニタリン

グの準備のための

調整 

【避難】 

・地方公共団体に施設敷地緊急事態要避難者の避難

準備（避難先、輸送手段の確保等）への協力を要

請 

施
設
敷
地
緊
急
事
態 

（
原
災
法
１
０
条
の
通
報
す
べ
き
基
準
を
採
用
。 

た
だ
し
、
全
面
緊
急
事
態
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
） 

原
子
力 

事
業
者 

・要員追加参集 ・国及び地方公共

団体へ通報 

・敷地境界のモニタリン

グ － － 
・地方公共団体へ

通報 － － － － 
・緊急時モニタリン

グの準備及び支援 － 

地
方 

公
共
団
体 

・要員追加参集 

・国及び他の地方

公共団体に応援

要請 

・住民等への情報

伝達 

・今後の情報につ

いて住民等への

注意喚起 

・緊急時モニタリングの

実施 

【避難】 

・施設敷地緊急事態要避難者の避難の実施 

・避難準備（避難先、輸送手段の確保等） 

【安定ヨウ素剤】 

・安定ヨウ素剤の服用準備（配布等） 

・要員参集 

・情報収集・連絡体

制の構築 

・住民等への情報

伝達 

・今後の情報につ

いて住民等への

注意喚起 

・緊急時モニタリン

グの実施 

【屋内退避】 

・屋内退避準備 

・要員参集 

・情報収集・連絡体

制の構築 

・住民等への情報伝

達 

・今後の情報につい

て住民等への注意

喚起 

－ 

【避難】 

・施設敷地緊急事態要避難者の避難受入れ 

・避難準備（避難先、輸送手段の確保等）への協力 

国 

・要員追加参集 

・現地派遣の実施 

・現地追加派遣の

準備 

・地方公共団体へ

の情報提供 

・報道機関等を通

じた情報提供 

・緊急時モニタリングの

実施及び支援 

・緊急時モニタリングの

指示 

・モニタリング情報の収

集・分析 

【避難】 

・地方公共団体に施設敷地緊急事態要避難者の避難

の実施を指示 

・地方公共団体に避難準備（避難先、輸送手段の確

保等）を指示 

【安定ヨウ素剤】 

・地方公共団体に安定ヨウ素剤の服用準備（配布

等）を指示 

－ 

・地方公共団体へ

の情報提供 

・報道機関等を通

じた情報提供 

・緊急時モニタリン

グの実施及び支援 

・緊急時モニタリン

グの指示 

・モニタリング情報

の収集・分析 

【屋内退避】 

・地方公共団体に屋内退避準備を指示 

・地方公共団体への

参集要請 

・地方公共団体への

情報提供 

・報道機関等を通じ

た情報提供 

・モニタリング情報

の収集・分析 

・緊急時モニタリン

グの準備及び支援 

【避難】 

・地方公共団体に施設敷地緊急事態要避難者の避難

受入れを要請 

・地方公共団体に避難準備（避難先、輸送手段の確

保等）への協力を要請 

全
面
緊
急
事
態 

（
原
災
法
１
５
条
の
原
子
力
緊
急
事
態
宣
言
の
基
準
を
採
用
。
） 

原
子
力 

事
業
者 

・要員追加参集 ・国及び地方公共

団体へ通報 

・敷地境界のモニタリン

グ － － 
・地方公共団体へ

通報 － － － － 
・緊急時モニタリン

グの実施及び支援 － 

地
方 

公
共
団
体 

・要員追加参集 ・住民等への情報

伝達 

・緊急時モニタリングの

実施 

【避難】 

・避難の実施 

【安定ヨウ素剤】 

・住民等への安定ヨウ素剤の服用指示 

・国及び他の地方公

共団体に応援要請 

・住民等への情報

伝達 

・緊急時モニタリン

グの実施 

【屋内退避】 

・屋内退避の実施 

【安定ヨウ素剤】 

・安定ヨウ素剤の服用準備（配布等） 

【防護措置基準に基づく防護措置への対応】 

・避難、一時移転、避難退域時検査及び簡易除染並

びに甲状腺被ばく線量モニタリングの準備（避

難・一時移転先、輸送手段、当該検査及び簡易除

染並びに甲状腺被ばく線量モニタリングの場所の

確保等） 

・要員参集 

・情報収集・連絡体

制の構築 

・住民等への情報伝

達 

－ 

【避難等】 

・避難等の受入れ 

【防護措置基準に基づく防護措置への対応】 

・避難、一時移転、避難退域時検査及び簡易除染並

びに甲状腺被ばく線量モニタリングの準備（避

難・一時移転先、輸送手段、当該検査及び簡易除

染並びに甲状腺被ばく線量モニタリングの場所の

確保等）への協力 

国 

・要員追加参集 

・現地追加派遣の

実施 

・地方公共団体へ

の情報提供 

・報道機関等を通

じた情報提供 

・緊急時モニタリングの

実施及び支援 

・緊急時モニタリングの

指示 

・モニタリング情報の収

集・分析 

【避難】 

・地方公共団体に避難の実施（移動が困難な者の一

時退避を含む）を指示 

【安定ヨウ素剤】 

・地方公共団体に安定ヨウ素剤の服用を指示 

・現地追加派遣の準

備 

・地方公共団体へ

の情報提供 

・報道機関等を通

じた情報提供 

・緊急時モニタリン

グの実施及び支援 

・緊急時モニタリン

グの指示 

・モニタリング情報

の収集・分析 

【屋内退避】 

・地方公共団体に屋内退避の実施を指示 

【安定ヨウ素剤】 

・地方公共団体に安定ヨウ素剤の服用準備（配布

等）を指示 

【防護措置基準に基づく防護措置への対応】 

・地方公共団体に避難、一時移転、避難退域時検査

及び簡易除染並びに甲状腺被ばく線量モニタリン

グの準備（避難・一時移転先、輸送手段、当該検

査及び簡易除染の場所の確保等）を指示 

・地方公共団体への

参集要請 

・地方公共団体への

情報提供 

・報道機関等を通じ

た情報提供 

・モニタリング情報

の収集・分析 

・緊急時モニタリン

グの実施及び支援 

【避難等】 

・地方公共団体に避難等の受入れを要請 

【防護措置基準に基づく防護措置への対応】 

・地方公共団体に避難、一時移転、避難退域時検査

及び簡易除染並びに甲状腺被ばく線量モニタリン

グの準備（避難・一時移転先、輸送手段、当該検

査及び簡易除染並びに甲状腺被ばく線量モニタリ

ングの場所の確保等）への協力を要請 

  

別紙 

 注）本イメージは各主体の一般的な行動を例示しており、各地域においては、

地域の特性等に応じて防護措置に係る各主体の行動をとることとする。  
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表１－１ 原子力事業者、国、地方公共団体が採ることを想定される措置等（２／２） 
（発電用原子炉３（２）アただし書の場合を除く。） 
 

※1…緊急事態区分の全面緊急事態においてＰＡＺ内は避難を実施していることが前提。

  
ＰＡＺ（～概ね5km）※１ ＵＰＺ（概ね5～30km） ＵＰＺ外（概ね30km～） 

体制整備 情報提供 モニタリング 防護措置 体制整備 情報提供 モニタリング 防護措置 体制整備 情報提供 モニタリング 防護措置 

Ｏ 

Ｉ 

Ｌ 

Ｏ 

Ｉ 

Ｌ 

１ 

原
子
力 

事
業
者 

- - - - - 
・国及び地方公共団体へ通報 

- 
【甲状腺被ばく線量モニタリング】 

・甲状腺被ばく線量モニタリングへの協力 - - - 
【甲状腺被ばく線量モニタリング】 

・(近)甲状腺被ばく線量モニタリングへの協力 

地
方 

公
共
団
体 

- - - - - 

・住民等への情報伝達 ・緊急時モニタリングの実

施 

【避難】 

・避難の実施 

【甲状腺被ばく線量モニタリング】 

・甲状腺被ばく線量モニタリングの実施 

 

- - - 

【避難】 

・（近）避難の実施 

【甲状腺被ばく線量モニタリング】 

・(近)甲状腺被ばく線量モニタリングの実施 

【避難】 

・（遠）避難の受入れ 

国 - - - - - 

・地方公共団体への情報提供 

・報道機関等を通じた情報提供 

・モニタリング情報の収集・

分析 

・緊急時モニタリングの実

施及び支援 

【避難】 

・避難範囲の決定 

・地方公共団体に避難の実施 

（移動が困難な者の一時退避を含む）を指示 

【甲状腺被ばく線量モニタリング】 

・地方公共団体に甲状腺被ばく線量モニタリング

の実施を指示 

- 

・地方公共団体への情報提供 

・報道機関等を通じた情報提供 

- 

【避難】 

・避難範囲の決定 

・（近）地方公共団体に避難の実施を指示 

【甲状腺被ばく線量モニタリング】 

・(近)地方公共団体に甲状腺被ばく線量モニタリングの実施を指示 

【避難】 

・（遠）地方公共団体

に避難受入れを要請 

飲
食
物
に
係
る
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
基
準 

原
子
力 

事
業
者 

- - - - - 
・国及び地方公共団体へ通報 

- - - - 
・緊急時モニタリングの

実施及び支援 
- 

地
方 

公
共
団

体 - - - - - 
・住民等への情報伝達 ・緊急時モニタリングの実

施 

【飲食物摂取制限】 

・個別品目の放射性物質の濃度測定 - 
・住民等への情報伝達 

- - 

国 - - - - - 

・地方公共団体への情報提供 

・報道機関等を通じた情報提供 

・モニタリング情報の収集・

分析 

・緊急時モニタリングの実

施及び支援 

【飲食物摂取制限】 

・放射性物質の濃度測定すべき範囲の決定 

・地方公共団体に個別品目の放射性物質の 

濃度測定を指示 

- 

・地方公共団体への情報提供 

・報道機関等を通じた情報提供 

・モニタリング情報の収

集・分析 

・緊急時モニタリングの

実施及び支援 

【飲食物摂取制限】 

・放射性物質の濃度測定すべき範囲の決定 

・地方公共団体に個別品目の放射性物質の濃度測定を指示 

Ｏ 

Ｉ 

Ｌ 

４ 

原
子
力 

事
業
者 

- - - - - 
・国及び地方公共団体へ通報 

- 
【避難退域時検査及び簡易除染】 

・避難退域時検査及び簡易除染への協力 
- - - 

【避難退域時検査及び簡易除染】 

・避難退域時検査及び簡易除染への協力 

地
方 

公
共
団
体 

- - - - - 
・住民等への情報伝達 

- 
【避難退域時検査及び簡易除染】 

・避難退域時検査及び簡易除染の実施 - 
・住民等への情報伝達 

- 
【避難退域時検査及び簡易除染】 

・避難退域時検査及び簡易除染への協力 

国 - - - - - 
・地方公共団体への情報提供 

・報道機関等を通じた情報提供 
- 

【避難退域時検査及び簡易除染】 

・避難退域時検査及び簡易除染の指示 
- 

・地方公共団体への情報提供 

・報道機関等を通じた情報提供 
- 

【避難退域時検査及び簡易除染】 

・避難退域時検査及び簡易除染の指示 

Ｏ 

Ｉ 

Ｌ 

２ 

原
子
力 

事
業
者 

- - - - - 
・国及び地方公共団体へ通報 

- 
【甲状腺被ばく線量モニタリング】 

・甲状腺被ばく線量モニタリングへの協力 
- - 

・緊急時モニタリングの

実施及び支援 
- 

地
方 

公
共
団
体 

- - - - - 

・住民等への情報伝達 ・緊急時モニタリングの実

施 

【一時移転】 

・一時移転の実施 

【甲状腺被ばく線量モニタリング】 

・甲状腺被ばく線量モニタリングの実施 

- 

・住民等への情報伝達 

- 

【一時移転】 

・（近）一時移転の実施 

【甲状腺被ばく線量モニタリング】 

・(近)甲状腺被ばく線量モニタリングの実施 

【一時移転】 

・（遠）一時移転の受

入れ 

国 - - - - - 

・地方公共団体への情報提供 

・報道機関等を通じた情報提供 

・モニタリング情報の収集・

分析 

・緊急時モニタリングの実

施及び支援 

【一時移転】 

・一時移転範囲の決定 

・地方公共団体に一時移転の実施を指示 

【甲状腺被ばく線量モニタリング】 

・地方公共団体に甲状腺被ばく線量モニタリング

の実施を指示 

- 

・地方公共団体への情報提供 

・報道機関等を通じた情報提供 

・モニタリング情報の収

集・分析 

・緊急時モニタリングの

実施及び支援 

【一時移転】 

・一時移転範囲の決定 

・（近）地方公共団体に一時移転の実施を指示 

【甲状腺被ばく線量モニタリング】 

・(近)地方公共団体に甲状腺被ばく線量モニタリングの実施を指示 

【一時移転】 

・（遠）地方公共団体

に一時移転の受入れ

を要請 

Ｏ 

Ｉ 

Ｌ 

６ 

原
子
力 

事
業
者 

- - - - - - - - - - - - 

地
方 

公
共
団

体 - - - - - 
・住民等への情報伝達 ・個別品目の放射性物質の

濃度測定を実施 

【飲食物摂取制限】 

・飲食物摂取制限の実施 - 
・住民等への情報伝達 ・個別品目の放射性物質

の濃度測定を実施 

【飲食物摂取制限】 

・飲食物摂取制限の実施 

国 - - - - - 

・地方公共団体への情報提供 

・報道機関等を通じた情報提供 

・個別品目の放射性物質の

濃度測定結果の収集・分析 

・個別の放射性物質の濃度

測定を実施 

【飲食物摂取制限】 

・摂取制限品目の決定 

・地方公共団体に飲食物摂取制限の実施を指示 - 

・地方公共団体への情報提供 

・報道機関等を通じた情報提供 

・個別品目の放射性物質

の濃度測定結果の収

集・分析 

・個別の放射性物質の濃

度測定を実施 

【飲食物摂取制限】 

・摂取制限品目の決定 

・地方公共団体に飲食物摂取制限の実施を指示 

別紙 

 注）本イメージは各主体の一般的な行動を例示しており、各地域においては、

地域の特性等に応じて防護措置に係る各主体の行動をとることとする。  
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表１－２ 原子力事業者、国、地方公共団体が採ることを想定される措置等（１／２） 

（試験研究用原子炉、加工施設及び再処理施設（原子力災害対策重点区域の設定を要するもの※）並びに発電用原子炉３（２）ア ただし書の場合に限る。） 

※３（２）イ～エに掲げるもの。  

      
ＵＰＺ 

ＵＰＺ外 

※防護措置や協力などが必要とされた範囲に限る。 
      

体制整備 情報提供 モニタリング 防護措置 体制整備 情報提供 モニタリング 防護措置 

緊
急
事
態
区
分 

警
戒
事
態 

原
子
力 

事
業
者 

・要員参集 

・情報収集・連絡体制の

構築 

・国へ通報 ・敷地境界のモニタリング 

－ － － － － 

地
方 

公
共
団
体 

・要員参集 

・情報収集・連絡体制の

構築 

・住民等への情報伝達 ・緊急時モニタリングの準備 

－ 

・要員参集 

・情報収集・連絡体制の構

築 － － － 

国 

・要員参集 

・情報収集・連絡体制の

構築 

・現地派遣の準備 

・地方公共団体への情報提

供 

・報道機関等を通じた情報

提供 

・モニタリング情報の収集・

分析 

・緊急時モニタリングの準備 － 

・地方公共団体への参集要

請 

・報道機関等を通じた情報

提供 

・緊急時モニタリングの準備

のための調整 
－ 

施
設
敷
地
緊
急
事
態 

（
原
災
法
１
０
条
の
通
報
す
べ
き
基
準
を
採
用
。 

た
だ
し
、
全
面
緊
急
事
態
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
） 

原
子
力 

事
業
者 

・要員追加参集 ・国及び地方公共団体へ通

報 

・敷地境界のモニタリング 

－ － － 

・緊急時モニタリングの準備

及び支援 

－ 

地
方 

公
共
団
体 

・要員追加参集 

・国及び他の地方公共団

体に応援要請 

・住民等への情報伝達 

・今後の情報について住民

等への注意喚起 

・緊急時モニタリングの実施 【屋内退避】 

・屋内退避準備 

・要員参集 

・情報収集・連絡体制の構

築 

・住民等への情報伝達 

・今後の情報について住民

等への注意喚起 － － 

国 

・要員追加参集 

・現地派遣の実施 

・現地追加派遣の準備 

・地方公共団体への情報提

供 

・報道機関等を通じた情報

提供 

・緊急時モニタリングの実施

及び支援 

・緊急時モニタリングの指示 

・モニタリング情報の収集・

分析 

【屋内退避】 

・地方公共団体に屋内退避準備を指示 

・地方公共団体への参集要

請 

・地方公共団体への情報提

供 

・報道機関等を通じた情報

提供 

・モニタリング情報の収集・

分析 

・緊急時モニタリングの準備

及び支援 － 

全
面
緊
急
事
態 

（
原
災
法
１
５
条
の
原
子
力
緊
急
事
態
宣
言
の
基
準
を
採
用
。
） 

原
子
力 

事
業
者 

・要員追加参集 ・国及び地方公共団体へ通

報 

・敷地境界のモニタリング 

－ － － 

・緊急時モニタリングの実施

及び支援 － 

地
方 

公
共
団
体 

・要員追加参集 ・住民等への情報伝達 ・緊急時モニタリングの実施 【屋内退避】 

・屋内退避の実施 

【安定ヨウ素剤】 

・安定ヨウ素剤の服用準備（配布等） 

【防護措置基準に基づく防護措置への対応】 

・避難、一時移転、避難退域時検査及び簡易除染並びに甲状腺被ばく線量モ

ニタリングの準備（避難・一時移転先、輸送手段、当該検査及び簡易除染

並びに甲状腺被ばく線量モニタリングの場所の確保等） 

・要員参集 

・情報収集・連絡体制の構

築 

・住民等への情報伝達 

－ 

【防護措置基準に基づく防護措置への対応】 

・避難、一時移転、避難退域時検査及び簡易除染並びに甲状腺被ばく線量モ

ニタリングの準備（避難・一時移転先、輸送手段、当該検査及び簡易除染

並びに甲状腺被ばく線量モニタリングの場所の確保等）への協力 

国 

・要員追加参集 

・現地追加派遣の実施 

・地方公共団体への情報提

供 

・報道機関等を通じた情報

提供 

・緊急時モニタリングの実施

及び支援 

・緊急時モニタリングの指示 

・モニタリング情報の収集・

分析 

【屋内退避】 

・地方公共団体に屋内退避の実施を指示 

【安定ヨウ素剤】 

・地方公共団体に安定ヨウ素剤の服用準備（配布等）を指示 

【防護措置基準に基づく防護措置への対応】 

・地方公共団体に避難、一時移転、避難退域時検査及び簡易除染並びに甲状

腺被ばく線量モニタリングの準備（避難・一時移転先、輸送手段、当該検

査及び簡易除染並びに甲状腺被ばく線量モニタリングの場所の確保等）を

指示 

・地方公共団体への参集要

請 

・地方公共団体への情報提

供 

・報道機関等を通じた情報

提供 

・モニタリング情報の収集・

分析 

・緊急時モニタリングの実施

及び支援 

【防護措置基準に基づく防護措置への対応】 

・地方公共団体に避難、一時移転、避難退域時検査及び簡易除染並びに甲状

腺被ばく線量モニタリングの準備（避難・一時移転先、輸送手段、当該検

査及び簡易除染並びに甲状腺被ばく線量モニタリングの場所の確保等）へ

の協力を要請 

 

別紙 

 注）本イメージは各主体の一般的な行動を例示しており、各地域においては、

地域の特性等に応じて防護措置に係る各主体の行動をとることとする。  
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表１－２ 原子力事業者、国、地方公共団体が採ることを想定される措置等（２／２） 
（試験研究用原子炉、加工施設及び再処理施設（原子力災害対策重点区域の設定を要するもの※）並びに発電用原子炉３（２）ア ただし書の場合に限る。） 
 
  

ＵＰＺ 
ＵＰＺ外 

※防護措置や協力などが必要と判断された範囲に限る 

体制整備 情報提供 モニタリング 防護措置 体制整備 情報提供 モニタリング 防護措置 

Ｏ 

Ｉ 

Ｌ 

Ｏ 

Ｉ 

Ｌ 

１ 

原
子
力 

事
業
者 

- 

・国及び地方公共団体へ通報 

- 

【甲状腺被ばく線量モニタリング】 

・甲状腺被ばく線量モニタリングへの協力 - - - 

【甲状腺被ばく線量モニタリング】 

・(近)甲状腺被ばく線量モニタリングへの協力 - 

地
方 

公
共
団
体 

- 

・住民等への情報伝達 ・緊急時モニタリングの実施 【避難】 

・避難の実施 

【甲状腺被ばく線量モニタリング】 

・甲状腺被ばく線量モニタリングの実施 

- - - 

【避難】 

・（近）避難の実施 

【甲状腺被ばく線量モニタリング】 

・(近)甲状腺被ばく線量モニタリングの実施 

【避難】 

・（遠）避難の受入

れ 

国 - 

・地方公共団体への情報提供 

・報道機関等を通じた情報提供 

・モニタリング情報の収集・分析 

・緊急時モニタリングの実施及び支援 

【避難】 

・避難範囲の決定 

・地方公共団体に避難の実施（移動が困難な者の一時退避を含む）

を指示 

【甲状腺被ばく線量モニタリング】 

・地方公共団体に甲状腺被ばく線量モニタリングの実施を指示 

- 

・地方公共団体への情報提供 

・報道機関等を通じた情報提供 

- 

【避難】 

・避難範囲の決定 

・（近）地方公共団体に避難の実施を指示 

【甲状腺被ばく線量モニタリング】 

・(近)地方公共団体に甲状腺被ばく線量モニタリングの

実施を指示 

【避難】 

・（遠）地方公共団

体に避難受入れ

を要請 

飲
食
物
に
係
る
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
基
準 

原
子
力 

事
業
者 

- 

・国及び地方公共団体へ通報 

- - - - 

・緊急時モニタリングの実施及び支援 

- 

地
方 

公
共
団
体 

- 

・住民等への情報伝達 ・緊急時モニタリングの実施 【飲食物摂取制限】 

・個別品目の放射性物質の濃度測定 
- 

・住民等への情報伝達 

- - 

国 - 

・地方公共団体への情報提供 

・報道機関等を通じた情報提供 

・モニタリング情報の収集・分析 

・緊急時モニタリングの実施及び支援 

【飲食物摂取制限】 

・放射性物質の濃度測定すべき範囲の決定 

・地方公共団体に個別品目の放射性物質の濃度測定を指示 
- 

・地方公共団体への情報提供 

・報道機関等を通じた情報提供 

・モニタリング情報の収集・分析 

・緊急時モニタリングの実施及び支援 

【飲食物摂取制限】 

・放射性物質の濃度測定すべき範囲の決定 

・地方公共団体に個別品目の放射性物質の濃度測定を指示 

Ｏ 

Ｉ 

Ｌ 

４ 

原
子
力 

事
業
者 

- 

・国及び地方公共団体へ通報 

- 

【避難退域時検査及び簡易除染】 

・避難退域時検査及び簡易除染への協力 - - - 

【避難退域時検査及び簡易除染】 

・避難退域時検査及び簡易除染への協力 

地
方 

公
共
団
体 

- 

・住民等への情報伝達 

- 

【避難退域時検査及び簡易除染】 

・避難退域時検査及び簡易除染の実施 - 

・住民等への情報伝達 

- 

【避難退域時検査及び簡易除染】 

・避難退域時検査及び簡易除染への協力 

国 - 
・地方公共団体への情報提供 

・報道機関等を通じた情報提供 
- 

【避難退域時検査及び簡易除染】 

・避難退域時検査及び簡易除染の指示 
- 

・地方公共団体への情報提供 

・報道機関等を通じた情報提供 
- 

【避難退域時検査及び簡易除染】 

・避難退域時検査及び簡易除染の指示 

Ｏ 

Ｉ 

Ｌ 

２ 

原
子
力 

事
業
者 

- 

・国及び地方公共団体へ通報 

- 

【甲状腺被ばく線量モニタリング】 

・(近)甲状腺被ばく線量モニタリングへの協力 - - 

・緊急時モニタリングの実施及び支援 【甲状腺被ばく線量モニタリング】 

・(近)甲状腺被ばく線量モニタリングへの協力 

 

地
方 

公
共
団
体 

- 

・住民等への情報伝達 ・緊急時モニタリングの実施 【一時移転】 

・一時移転の実施 

【甲状腺被ばく線量モニタリング】 

・甲状腺被ばく線量モニタリングの実施 

- 

・住民等への情報伝達 

- 

【一時移転】 

・（近）一時移転の実施 

【甲状腺被ばく線量モニタリング】 

・(近)甲状腺被ばく線量モニタリングの実施 

【一時移転】 

・（遠）一時移転の

受入れ 

国 - 

・地方公共団体への情報提供 

・報道機関等を通じた情報提供 

・モニタリング情報の収集・分析 

・緊急時モニタリングの実施及び支援 

【一時移転】 

・一時移転範囲の決定 

・地方公共団体に一時移転の実施を指示 

【甲状腺被ばく線量モニタリング】 

・地方公共団体に甲状腺被ばく線量モニタリングの実施を指示 

- 

・地方公共団体への情報提供 

・報道機関等を通じた情報提供 

・モニタリング情報の収集・分析 

・緊急時モニタリングの実施及び支援 

【一時移転】 

・一時移転範囲の決定 

・（近）地方公共団体に一時移転の実施を指示 

【甲状腺被ばく線量モニタリング】 

・(近)地方公共団体に甲状腺被ばく線量モニタリングの

実施を指示 

【一時移転】 

・（遠）地方公共団

体に一時移転の

受入れを要請 

Ｏ 

Ｉ 

Ｌ 

６ 

原
子
力 

事
業
者 

- - - - - - - - 

地
方 

公
共
団

体 - 
・住民等への情報伝達 ・個別品目の放射性物質の濃度測定を実施 【飲食物摂取制限】 

・飲食物摂取制限の実施 - 
・住民等への情報伝達 ・個別品目の放射性物質の濃度測定を

実施 

【飲食物摂取制限】 

・飲食物摂取制限の実施 

国 - 

・地方公共団体への情報提供 

・報道機関等を通じた情報提供 

・個別品目の放射性物質の濃度測定結果の

収集・分析 

・個別の放射性物質の濃度測定を実施 

【飲食物摂取制限】 

・摂取制限品目の決定 

・地方公共団体に飲食物摂取制限の実施を指示 

- 

・地方公共団体への情報提供 

・報道機関等を通じた情報提供 

・個別品目の放射性物質の濃度測定結

果の収集・分析 

・個別の放射性物質の濃度測定を実施 

【飲食物摂取制限】 

・摂取制限品目の決定 

・地方公共団体に飲食物摂取制限の実施を指示 

※３（２）イ～エに掲げるもの。  

別紙 

 注）本イメージは各主体の一般的な行動を例示しており、各地域においては、

地域の特性等に応じて防護措置に係る各主体の行動をとることとする。  



東浦町地域防災計画（原子力災害対策計画）案 新旧対照表 

9 
 

表１－３ 原子力事業者、国、地方公共団体が採ることを想定される措置等（１／２） 
（その他の原子力施設（原子力災害対策重点区域の設定を要しないもの※）） 

 
      当該原子力事業所が所在する地方公共団体等 

（原子力施設近傍における重点的な対応） 

※地域の実情に応じ隣接市町村を含む。 

      体制整備 情報提供 モニタリング 防護措置 

緊
急
事
態
区
分 

警
戒
事
態 

原
子
力 

事
業
者 

・要員参集 

・情報収集・連絡体制の構築 

・国へ通報 ・敷地境界のモニタリング 

－ 

地
方 

公
共
団
体 

・要員参集 

・情報収集・連絡体制の構築 

・住民等への情報伝達 ・緊急時モニタリングの準備 

－ 

国 

・要員参集 

・情報収集・連絡体制の構築 

・現地派遣の準備 

・地方公共団体への情報提供 

・報道機関等を通じた情報提供 

・モニタリング情報の収集・分析 

・緊急時モニタリングの準備 
－ 

施
設
敷
地
緊
急
事
態 

（
原
災
法
１
０
条
の
通
報
す
べ
き
基
準
を
採
用
。 

た
だ
し
、
全
面
緊
急
事
態
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
） 

原
子
力 

事
業
者 

・要員追加参集 ・国及び地方公共団体へ通報 ・敷地境界のモニタリング 

・緊急時モニタリングの準備及び支援 

－ 

地
方 

公
共
団
体 

・要員追加参集 

・国及び他の地方公共団体に応援要請 

・住民等への情報伝達 

・今後の情報について住民等への注意喚起 

・緊急時モニタリングの実施 

－ 

国 

・要員追加参集 

・現地派遣の実施 

・現地追加派遣の準備 

・地方公共団体への情報提供 

・報道機関等を通じた情報提供 

・緊急時モニタリングの実施及び支援 

・緊急時モニタリングの指示 

・モニタリング情報の収集・分析 
－ 

全
面
緊
急
事
態 

（
原
災
法
１
５
条
の
原
子
力
緊
急
事
態
宣
言
の
基
準
を

採
用
。
） 

原
子
力 

事
業
者 

・要員追加参集 ・国及び地方公共団体へ通報 ・敷地境界のモニタリング 

・緊急時モニタリングの実施及び支援 
－ 

地
方 

公
共
団
体 

・要員追加参集 ・住民等への情報伝達 ・緊急時モニタリングの実施 

－ 

国 

・要員追加参集 

・現地追加派遣の実施 

・地方公共団体への情報提供 

・報道機関等を通じた情報提供 

・緊急時モニタリングの実施及び支援 

・緊急時モニタリングの指示 

・モニタリング情報の収集・分析 
－ 

※３（２）オに掲げるもの。  

別紙 

 注）本イメージは各主体の一般的な行動を例示しており、各地域においては、 
地域の特性等に応じて防護措置に係る各主体の行動をとることとする。  
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表１－３ 原子力事業者、国、地方公共団体が採ることを想定される措置等（２／２） 

（その他の原子力施設（原子力災害対策重点区域の設定を要しないもの※）） 

  
当該原子力事業所が所在する地方公共団体等 

（原子力施設近傍における重点的な対応） 

※地域の実情に応じ、隣接市町村を含む。 

体制整備 情報提供 モニタリング 防護措置 

Ｏ 

Ｉ 

Ｌ 

Ｏ 

Ｉ 

Ｌ 

１ 

原
子
力 

事
業
者 

- 
・国及び地方公共団体へ通報 

- 
【甲状腺被ばく線量モニタリング】 

・甲状腺被ばく線量モニタリングへの協力 

地
方 

公
共
団
体 

- 

・住民等への情報伝達 ・緊急時モニタリングの実施 【避難】 

・避難の実施 

【甲状腺被ばく線量モニタリング】 

・甲状腺被ばく線量モニタリングの実施 

国 - 

・地方公共団体への情報提供 

・報道機関等を通じた情報提供 

・モニタリング情報の収集・分析 

・緊急時モニタリングの実施及び支援 

【避難】 

・避難範囲の決定 

・地方公共団体に避難の実施（移動が困難な者の一時退避を含む）を指示 

【甲状腺被ばく線量モニタリング】 

・地方公共団体に甲状腺被ばく線量モニタリングの実施を指示 

飲
食
物
に
係
る 

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
基
準 

原
子
力 

事
業
者 

- 
・国及び地方公共団体へ通報 ・緊急時モニタリングの実施及び支援 

- 

地
方 

公
共
団
体 

- 

・住民等への情報伝達 ・緊急時モニタリングの実施 【飲食物摂取制限】 

・個別品目の放射性物質の濃度測定 

国 - 

・地方公共団体への情報提供 

・報道機関等を通じた情報提供 

・モニタリング情報の収集・分析 

・緊急時モニタリングの実施及び支援 

【飲食物摂取制限】 

・放射性物質の濃度測定すべき範囲の決定 

・地方公共団体に個別品目の放射性物質の濃度測定を指示 

Ｏ 

Ｉ 

Ｌ 

４ 

原
子
力 

事
業
者 

- 
・国及び地方公共団体へ通報 

- 
【避難退域時検査及び簡易除染】 

・避難退域時検査及び簡易除染への協力 

地
方 

公
共
団
体 

- 

・住民等への情報伝達 

- 

【避難退域時検査及び簡易除染】 

・避難退域時検査及び簡易除染の実施 

国 - 
・地方公共団体への情報提供 

・報道機関等を通じた情報提供 
- 

【避難退域時検査及び簡易除染】 

・避難退域時検査及び簡易除染の指示 

Ｏ 

Ｉ 

Ｌ 

２ 

原
子
力 

事
業
者 

- 
・国及び地方公共団体へ通報 ・緊急時モニタリングの実施及び支援 【甲状腺被ばく線量モニタリング】 

・甲状腺被ばく線量モニタリングへの協力 

地
方 

公
共
団
体 

- 

・住民等への情報伝達 ・緊急時モニタリングの実施 【一時移転】 

・一時移転の実施 

【甲状腺被ばく線量モニタリング】 

・甲状腺被ばく線量モニタリングの実施 

国 - 

・地方公共団体への情報提供 

・報道機関等を通じた情報提供 

・モニタリング情報の収集・分析 

・緊急時モニタリングの実施及び支援 

【一時移転】 

・一時移転範囲の決定 

・地方公共団体に一時移転の実施を指示 

【甲状腺被ばく線量モニタリング】 

・地方公共団体に甲状腺被ばく線量モニタリングの実施を指示 

Ｏ 

Ｉ 

Ｌ 

６ 

原
子
力 

事
業
者 

- - - - 

地
方 

公
共
団
体 

- 

・住民等への情報伝達 ・個別品目の放射性物質の濃度測定を実施 【飲食物摂取制限】 

・飲食物摂取制限の実施 

国 - 

・地方公共団体への情報提供 

・報道機関等を通じた情報提供 

・個別品目の放射性物質の濃度測定結果の収集・分析 

・個別の放射性物質の濃度測定を実施 

【飲食物摂取制限】 

・摂取制限品目の決定 

・地方公共団体に飲食物摂取制限の実施を指示 

※３（２）オに掲げるもの。 

別紙 

 注）本イメージは各主体の一般的な行動を例示しており、各地域においては、

地域の特性等に応じて防護措置に係る各主体の行動をとることとする。  


